
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
六
月
六
日 

広
島
県
知
事  
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英 
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特
定
非
営
利
活 

動
法
人
の
名
称 

代

表

者 
の

氏

名 

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

申
請
の
あ
っ
た

年

月

日

特
定
非
営
利
活

動
法
人
地
域
再

生
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト 

水
本 
毅 

広
島
県
神
石
郡
神

石
高
原
町
井
関
二

三
九
三
番
地 

 

こ
の
法
人
は
、
行
政
関
係
者
や

地
域
住
民
と
学
識
経
験
者
等
、

意
欲
の
あ
る
人
材
に
広
く
参
画

し
て
い
た
だ
き
、
会
員
の
知

見
、
ノ
ウ
ハ
ウ
を
ま
ち
づ
く
り

の
推
進
、
災
害
救
援
、
国
際
協

力
、
保
健
・
医
療
又
は
福
祉
の

増
進
、
環
境
の
保
全
、
社
会
教

育
の
推
進
、
経
済
活
動
の
活
性

化
等
の
活
動
に
活
か
し
、
国
、

地
方
自
治
体
や
民
間
事
業
主
体

の
要
請
に
応
じ
て
、
地
域
住
民

等
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
地

域
が
再
生
し
て
行
き
、
魅
力
あ

る
地
域
と
な
る
よ
う
に
調
査
・

研
究
を
行
い
、
将
来
構
想
や
各

種
計
画
案
、
更
に
民
間
等
事
業

計
画
の
提
言
提
案
を
通
じ
て
、

地
域
課
題
の
解
決
力
向
上
に
向

け
て
の
支
援
を
行
う
事
に
よ

り
、
地
域
社
会
の
活
性
化
と
公

益
の
増
進
に
寄
与
す
る
事
を
目

的
と
す
る
。 

平
成
二
三
年 

五
月
二
六
日 

特
定
非
営
利
活

動
法
人
広
島
―

プ
ラ
ス 

 
 
 

渡
邉 

一
男 

広
島
県
広
島
市
南

区
西
蟹
屋
四
丁
目

一
番
三
六
―
三
〇

四
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こ
の
法
人
は
、
知
識
を
有
す
る

専
門
家
の
異
業
種
で
構
成
し
た

チ
ー
ム
が
各
種
リ
サ
ー
チ
や
活

性
イ
ベ
ン
ト
、
活
性
セ
ミ
ナ
ー

な
ど
の
事
業
を
通
じ
て
広
島
県

の
観
光
を
活
性
化
す
る
こ
と
で

広
く
公
益
に
貢
献
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。 

平
成
二
三
年 

五
月
二
六
日 

特
定
非
営
利
活

動
法
人
げ
ん
き 

花
野 

正
志 

広
島
県
広
島
市
安

佐
南
区
八
木
町
五

二
四
九
番
地
の
六

こ
の
法
人
は
、
発
達
障
害
等
の

障
害
の
あ
る
人
に
対
し
て
、
療

育
等
の
事
業
を
行
い
、
障
害
の

あ
る
人
の
自
立
と
社
会
参
加
の

促
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。 

平
成
二
三
年 

五
月
三
〇
日 

 


